
スケジュール図　 【平成７年4月2日～平成１９年４月１日生まれの方】 【過去の接種回数別の接種回数】

通常の日本脳炎予防接種を受けるスケジュール

◆今回定められた「勧奨差し控えによる未接種者への対応」

（ア）今までに１回接種受けた人（残り回数　３回：１期の残り２回、２期１回）

（イ）今までに２回接種受けた人（残り回数　２回：１期の残り１回、２期１回）

（ウ）今までに３回接種受けた人（残り回数　１回：２期１回）

（エ）今までに全く接種を受けていない人（残り回数　４回：１期３回、２期１回）

　　◆　第２期（４回目の接種）は、満９歳以上の方が対象となりますので、ご注意ください。

　　◆　ワクチンの供給量が十分でないため、積極的に勧奨はしておりませんが、希望により接種できます。
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第２期（計１回）

第1期：3歳で6～28日の間隔で2回、

その後概ね１年後に4歳で1回接種。

第2期：9歳～10歳で1回接種。

【標準的な接種時期】

間隔は接種医と相談
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今回の制度改正
９歳以上であって、１期終了後６日以上の間隔で

接種できる。５年以上の間隔が望ましい。
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９歳以上であって、１期終了後６日以上の間隔で接種できる。

なお１回目と２回目の間隔が５年以上空いている場合、３回

目（追加）と４回目（２期）の間隔は概ね１年の間隔が望まし


